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　当
文
書
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｓ
）「
マ
ル
チ
ア
ー
カ
イ
ヴ
ァ

ル
的
手
法
に
よ
る
在
外
日
本
関
係
史
料
の
調
査
と
研
究
資
源
化
の
研
究
」（
研

究
代
表
者
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授
保
谷
徹
氏

（
注
１
））

に
よ
る
二
〇
一
六
年
一

〇
月
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
サ
ン
ク
ト
ベ
ル
グ
市
所
在
日
本
関
係
史
料
の
調
査
の

際
、
ロ
シ
ア
国
立
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
図
書
館
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
（
注
２
）。

先
ず
そ
の
内
容
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
国
立
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
図
書
館
所
蔵
「
安
永
七
年
の
津
釜
婦
・ 

し
よ
ん
ご
お
と
な
宛
、
蝦
夷
地
奉
行
発
給
文
書
」
に
関
す
る
若
干
の
考
察

榎

　森

　
　
　進

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
提
供

（
注

３
）
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　定

　一
、
御
舟
登
候
跡
ニ
而
打
逢
口
論
致
間
舗
事
、

　一
、
運
上
小
屋
火
之
許
大
切
ニ
可
為
用
心
事
、

　一
、�

松
前
他
国
不
限
流
舩
等
支
配
之
場
所
江
流
着
候
ハ
ヽ
早
速
夷
舩
指
出
舟

頭
水
主
と
も
ニ
右
之
書
附
相�

見
セ
候
上
ニ
而
可
為
介
抱
事
、

　一
、�

右
流
人
村
〻
次
送
り
に
い
た
し
早
速
松
前
表
迠
送
届
ケ
可
申
事
、

　

�

右
之
條
〻
津
〻
浦
〻
ま
で
堅
可
相
守
者
也
、
萬
一
於
相
背
者
急
度
可
行
御
法

者
也
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　蝦
夷
地

　
　
　安
永
七
戊
戌
年

　
　
　
　
　
　七
月
日�

奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

の
津
釜
婦

　
　
　
　
　
　
　
　

�

志
よ
ん
ご
お
と
那

　
　

　な
お
二
〇
一
八
年
一
月
一
〇
日
付
『
読
売
新
聞
』
が
こ
の
文
書
の
写
真
入
り

で
「
松
前
藩
の
ア
イ
ヌ
宛
て
文
書
、
ロ
シ
ア
・
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
図
書

館
で
確
認
、
漂
流
船
の
取
り
扱
い
な
ど
指
示
」
な
る
見
出
し
で
記
事
に
し
、
次

い
で
同
月
一
一
日
付
『
毎
日
新
聞
』
も
同
文
書
の
写
真
入
り
で
「
ア
イ
ヌ
宛
て

最
古
の
文
書
、
ロ
シ
ア
の
図
書
館
に
、
松
前
藩
奉
行
の
｛
指
示
｝」
な
る
見
出

し
で
、
同
月
二
一
日
付
『
北
海
道
新
聞
』
が
同
じ
く
同
文
書
の
写
真
入
り
で
「
江

戸
後
期
の
松
前
藩
、
道
東
の
ア
イ
ヌ
民
族
へ
文
書
、
東
大
な
ど
ロ
シ
ア
に
所
蔵

確
認
、
一
七
七
八
年
、
和
人
漂
着
者
の
介
抱
指
示
」
な
る
見
出
し
で
記
事
に
し
、

同
月
二
八
日
付
『
毎
日
新
聞
』
は
、「
な
る
ほ
ど
ド
リ
」
な
る
質
問
・
回
答
形

式
の
欄
で
同
じ
く
同
文
書
を
写
真
入
り
で
紹
介
し
つ
つ
、「
松
前
藩
の
ア
イ
ヌ

宛
て
文
書
な
ぜ
ロ
シ
ア
に
？
ラ
ッ
コ
猟
巡
る
南
下
が
背
景
に
」
な
る
見
出
し
で

再
度
同
文
書
の
歴
史
的
意
味
を
考
え
る
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
（
回
答
者
は
、

同
新
聞
社
の
本
間
浩
昭
記
者
）
。
右
の
う
ち
先
の
『
読
売
』・『
毎
日
』・『
道
新
』

の
三
紙
は
、
共
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
科
研
費
に
よ
る
研
究
の
共
同
研
究

者
で
あ
る
北
海
道
博
物
館
学
芸
員
主
査
・
東
俊
佑
氏
の
コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
二
〇
一
八
年
の
北
海
道
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
始
ま
っ
た
。
事

実
、
北
海
道
だ
け
で
な
く
日
本
の
歴
史
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
重
大
な
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
同
年
六
月
三
日
、

北
海
道
大
学
で
「
日
露
国
際
研
究
集
会
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
史
か
ら
見
る
日

ロ
関
係
史
Ⅱ

　
　北
の
東
西
交
流

　
　」
と
題
し
た
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
同

研
究
会
で
東
氏
が
「
シ
ョ
ン
コ
乙
名
宛
蝦
夷
地
奉
行
の
定
書
に
つ
い
て
」
と
題

し
た
研
究
報
告
を
し
て
い
る
。

　そ
こ
で
本
稿
で
は
、
東
氏
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
東
氏
と
は
異

な
る
視
点
か
ら
同
文
書
が
有
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
東

氏
は
、
東
北
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
ア
ジ
ア
文
化
史
専
攻
博
士
前
期
課

程
の
修
了
生
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
こ
う
。

　本
稿
で
検
討
す
る
問
題
は
、
主
に
以
下
の
四
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
松
前
藩

側
が
本
文
書
以
外
に
も
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
に
対
し
て
松
前
藩
の
法
令
を
伝
え
る

場
合
、
和
人
宛
「
定
書
」
と
同
じ
形
式
の
日
本
語
を
記
し
た
文
書
を
発
給
し
て

い
た
の
か
。
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
、
何
故
他
の
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
宛
て
の
文
書

が
残
存
し
て
い
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
安
永
七
年
七
月
発

給
の
こ
の
文
書
の
持
つ
歴
史
的
意
味
。
第
三
に
、
文
書
の
宛
所
が
何
故
「
の
津
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釜
婦
（
ノ
ッ
カ
マ
フ
）」
の
「
志
よ
ん
ご
お
と
那
（
シ
ョ
ン
ゴ
乙
名
）」
な
の
か
。

第
四
に
、
発
給
者
で
あ
る
「
蝦
夷
地
奉
行
」
の
意
味
（
松
前
藩
の
正
式
な
職
制

名
な
の
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
何
故
発
給
者
を
「
蝦
夷
地
奉
行
」

と
記
し
て
い
る
の
か
）
の
四
点
で
あ
る
。

一
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て

　こ
の
問
題
と
の
関
わ
り
で
、
先
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
松
前
藩
・
幕
府
が
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
に
宛
て
た
文
書
の
実
物
が
発
見
さ
れ

た
の
は
、
日
本
国
内
外
で
当
文
書
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ま
で
は
、
松
前
藩
や
幕
府
（「
松
前
・
蝦
夷
地
」
の
幕
府
直
轄
期
の

松
前
奉
行
や
幕
末
期
の
箱
館
奉
行
）
が
「
蝦
夷
地
」
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
民
族

に
対
し
て
松
前
藩
・
幕
府
の
法
令
を
読
み
聞
か
せ
た
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ

と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
留
意
し
て
お
き
た
い
こ

と
は
、「
暗
黙
」
の
う
ち
に
ア
イ
ヌ
語
通
辞
を
介
し
て
、「
日
本
語
」
を
「
ア
イ

ヌ
語
」
に
正
確
に
翻
訳
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
前
提
で
理
解
さ
れ
て
来
た
こ

と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
な
い
し
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
宛
に

し
か
る
べ
き
内
容
を
記
し
た
文
書
を
発
給
す
る
と
い
う
形
式
を
通
じ
て
、
そ
の

内
容
を
彼
等
に
伝
達
し
た
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
度
、
根
室
半
島
の
「
ノ
ツ
カ
マ
フ
」
の
ア
イ
ヌ

の
首
長
（
乙
名
）
シ
ョ
ン
ゴ
宛
て
の
文
書
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
シ
ョ
ン
ゴ
宛
て
の
文
書
だ
け
で
な
く
、
他
に
も
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
宛
の
文
書

が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
松
前
藩
や
幕
府
と
ア
イ
ヌ
民
族
の
関
係
の
あ
り
方
の
歴
史
的
意
味
を
理
解

す
る
場
合
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
行
う
こ
と
の
必
要
性
を
我
々
に
提

示
し
て
い
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し

て
筆
者
が
特
に
関
心
を
持
つ
の
は
、
発
給
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
日
本
語
を
時

の
ア
イ
ヌ
語
通
辞
が
ど
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
語
に
翻
訳
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
発
給
文
書
に
記
さ
れ
た
日
本
語
と
そ
の
ア
イ
ヌ
語
訳

と
の
間
に
は
大
き
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、

特
に
「
公
儀
」・「
松
前
藩
主
」・「
大
名
」・「
殿
様
」・「
侍
」・「
奉
行
」・「
蝦
夷
」・

「
蝦
夷
地
」・「
松
前
表
」・
「
江
戸
表
」
等
の
日
本
の
近
世
特
有
の
日
本
語
と
そ

の
ア
イ
ヌ
語
訳
と
の
間
に
は
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
内
容
よ
り
遙

か
に
大
き
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　そ
こ
で
先
ず
、
こ
の
問
題
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
当
該
問
題
を
検
討
す
る

に
当
た
っ
て
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
成
っ
た
ア
イ

ヌ
語
通
辞
・
上
原
熊
次
郎
編
著
の
『
藻
汐
草
』（『
金
田
一
京
助
解
説
・
成
田
修

一
撰
、
ア
イ
ヌ
語
資
料
叢
書
・
藻
汐
草
』
国
書
刊
行
会
、
昭
和
四
七
年
八
月
）

と
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
成
っ
た
ア
イ
ヌ
語
通
辞
・
番
人
円
吉
編
著
『
番

人
円
吉
蝦
夷
記
』（『
金
田
一
京
助
解
説
・
成
田
修
一
撰
『
ア
イ
ヌ
語
資
料
叢

書
・
番
人
円
吉
蝦
夷
記
』
国
書
刊
行
会
、
昭
和
四
七
年
八
月
）
を
使
用
し
た

い
。
な
お
、
前
者
の
『
藻
汐
草
』
は
、『
蝦
夷
方
言
藻
汐
草
』
と
の
題
名
の
も

の
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
構
成
に
は
各
書
毎
に
著
し
い
違
い
が
見
ら
れ
、

左
に
引
用
す
る
巻
末
の
「
熟
語
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
有
る
の
で
注
意

さ
れ
た
い

（
注
４
）。

　先
ず
、
前
者
の
「
熟
語
」
項
に
は
、
①
二
つ
以
上
の
単
語
ま
た
は
二
字
以
上
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の
漢
字
が
結
合
し
て
で
き
た
語
及
び
②
一
定
の
言
い
ま
わ
し
で
、
特
有
の
意
味

を
表
す
成
句
・
イ
デ
ィ
オ
ム
の
み
な
ら
ず
日
本
語
の
単
文
と
そ
の
左
側
に
そ
の

ア
イ
ヌ
語
訳
が
片
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
ア
イ
ヌ
語
に
疎
い
の

で
、「
熟
語
」
項
に
記
さ
れ
て
い
る
日
本
語
の
単
文
中
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る

御
達
し
の
遵
守
に
関
わ
る
文
章
（
候
文
）
を
引
用
し
、
文
中
の
日
本
語
の
単
語

の
次
ぎ
の
括
弧
内
に
ア
イ
ヌ
語
訳
中
の
ア
イ
ヌ
語
を
片
仮
名
で
記
す
こ
と
と
す

る
。
但
し
片
仮
名
で
の
ア
イ
ヌ
語
表
記
は
、
近
代
・
現
代
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語

の
研
究
成
果
に
よ
る
ア
イ
ヌ
語
の
発
音
と
そ
の
片
仮
名
に
よ
る
ア
イ
ヌ
語
表
記

方
と
は
異
な
る
の
で
、
留
意
さ
れ
た
い
。

　「
例
文
一
」

　殿
様
（
ト
ノ
）
よ
り
被
仰
出
候
旨
を
此
方
申
渡
と
き
に
能
く
承
ハ
る
べ
し
。

松
前
領
主
（
マ
ト
マ
イ
・
ム
シ
リ
・
カ
ム
イ
）
の
上
に
日
本
地
一
円
に
大
名

（
シ
ャ
モ
ロ
ン
ピ
シ
カ
ン
ム
シ
リ
・
カ
ム
イ
）
二
百
七
拾
、
そ
の
次
に
旗
本
拾

万
御
指
図
な
さ
る
江
戸
表
（
ヱ
ン
ト
ー
・
ウ
ン
・
ム
シ
リ
・
カ
ム
イ
）
よ
り
蝦

夷
地
（
ア
イ
ノ
・
コ
タ
ン
）
見
分
と
し
て
此
殿
様
（
ト
ノ
）
御
越
被
成
、
此
節

当
地
御
着
有
之
、
衣
之
此
酒
手
宛
と
し
て
下
さ
る
、
乍
恐
拝
領
可
致
。

　ま
た
単
語
で
は
、「
人
物
」
項
に
「
天
子
」（
チ
マ
イ
レ
・
カ
ム
イ
）、「
公
儀
」

（
ヱ
ン
ト
ー
・
カ
モ
イ
）、「
国
主
」（
モ
シ
リ
・
カ
ム
イ
）、「
町
奉
行
」（
マ
チ

ヤ
ン
・
ト
ノ
）、「
家
中
」（
コ
ヤ
ン
・
ト
ノ
）、「
武
士
」（
ト
ノ
）、「
貴
人
」（
ニ

シ
パ
）、「
諸
侯
」（
カ
ム
イ
・
ト
ノ
）、「
神
霊
」（
カ
ム
イ
・
カ
モ
イ
共
通
）、「
平

人
」（
ヤ
ヤ
シ
ャ
モ
・
ヤ
ヤ
シ
シ
ャ
モ
）、「
蝦
夷
」（
ア
イ
ノ
）、「
魯
西
亜
人
」

（
フ
ー
レ
・
シ
シ
ャ
ム
）、「
人
」（
シ
シ
ャ
ム
・
シ
シ
ャ
モ
共
通
）、「
龍
人
」（
レ

フ
ン
・
カ
モ
イ
）、「
閻
魔
王
」（
ニ
ツ
子
・
カ
モ
イ
）、「
阿
弥
陀
如
来
」（
コ
タ

ン
カ
ラ
・
カ
モ
イ
）、「
靺
鞨
」（
レ
フ
ン
・
グ
ル
）、「
西
の
蝦
夷
」（
シ
ュ
ム
・

グ
ル
）、「
東
の
蝦
夷
」（
メ
ナ
シ
・
グ
ル
）、「
東
嶋
々
の
蝦
夷
」（
チ
ュ
プ
カ
タ
・

ウ
タ
レ
）、「
大
工
」（
バ
ン
チ
ョ
ー
）、「
舩
方
」（
チ
ポ
・
グ
ル
）、「
商
人
」（
イ

ホ
ク
・
シ
ャ
モ
）、「
通
詞
」
（
ツ゚
ン
ジ
）、「
船
頭
」（
セ
ン
ド
）、「
百
姓
」（
ト

イ
タ
・
シ
シ
ャ
モ
）、「
僧
」（
ヌ
ブ
レ
シ
ル
・
ウ
タ
レ
）、「
筆
者
」（
カ
ン
ビ
・

シ
シ
ャ
ム
）、「
巫
医
」（
へ
シ
ル
・
ウ
タ
レ
）、「
蝦
夷
地
上
古
の
人
」（
ク
ル
ム

セ
・
チ
セ
コ
チ
・
カ
ム
イ
、
コ
ル
ボ
ッ
ク
ル
・
カ
ム
イ
）、「
源
義
経
」（
ヲ
キ

ク
ル
ミ
）、「
弁
慶
」（
シ
ヤ
マ
イ
・
グ
ル
）、「
幽
霊
」（
ア
エ
シ
エ
ル
、
イ
シ
・

子
レ
プ
）、「
舩
玉
神
」（
ニ
マ
ム
）、「
医
師
」（
イ
ツ゚
ッ
子
）、「
賢
者
」（
ヤ
ワ

シ
ノ
・
グ
ル
）、「
死
人
」（
ラ
イ
・
グ
ル
）、「
使
者
」（
ウ
デ
ツ
・
グ
ル
）、「
貧

者
」（
ヘ
ロ
ン
・
グ
ル
、
ウ
エ
ン
グ
ル
）、「
主
人
」（
コ
ロ
グ
ル
）、「
酋
長
」（
ヲ

ト
ナ
）、「
従
者
」（
ウ
タ
レ
）、
「
満
江
邊
地
の
人
」（
サ
ン
ダ
・
グ
ル
）、「
ヲ
リ

カ
タ
邊
の
者
」（
ヲ
ロ
ツ
コ
・
ウ
タ
ル
）、「
日
本
の
人
」（
ヤ
ウ
ン
・
シ
シ
ャ
ム
）、

「
当
所
の
人
」（
ナ
ウ
ン
・
シ
シ
ャ
ム
）、「
家
来
」（
ウ
タ
レ
）
等
が
記
さ
れ
て

い
る
（
中
黒
は
引
用
者
）。

　次
ぎ
に
『
番
人
円
吉
蝦
夷
記
』
中
の
「
諸
家
様
御オ

ム

シ

ヤ

武
者
之
節
掟
申
渡
写
」（
ル

ビ
は
引
用
者
）
中
に
あ
る
例
文
を
幾
つ
か
示
す
と
次
の
通
り
。
但
し
本
文
は
日

本
語
の
文
章
（
候
文
）
を
記
し
、
そ
の
左
側
に
ア
イ
ヌ
語
訳
を
片
仮
名
で
記
し

て
い
る
が
、
筆
者
は
、
ア
イ
ヌ
語
に
疎
い
た
め
、
前
記
の
場
合
と
同
じ
く
日
本

語
の
文
章
中
の
代
表
的
な
名
詞
の
部
分
に
の
み
括
弧
内
に
ア
イ
ヌ
語
を
片
仮
名

で
記
し
た
。

　「
例
文
一
」

　此
度
東
西
蝦
夷
地
（
ア
ヱ
ノ
・
コ
タ
ン
・
モ
シ
リ
）
一
圓
御
用
地
に
被
仰
付
、
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松
前
領
主
（
マ
ト
マ
エ
・
モ
シ
リ
・
カ
モ
エ
）
江
者
為
替
地
於
地
方
（
シ
ヤ
モ

ロ
・
コ
タ
ン
）
知
行
所
被
下
置
候
間
、
土
人
（
ア
エ
ノ
）
共
一
同
是
迠
之
通
魚

漁
相
励
荷
物
出
精
い
た
し
家
内
永
続
場
所
繁
栄
致
候
様
心
掛
可
申
事
。

　「
例
文
二
」

　公
儀
（
エ
ン
ト
・
カ
ム
イ
）
を
重
ん
じ
御
制
札
表
并
前
々
よ
り
御
法
度
之
趣

堅
相
守
可
申
事
。

　「
例
文
三
」

　御
用
状
（
ト
ノ
・
カ
ン
ヒ
）
継
立
并
御
役
人
（
ト
ノ
）
通
行
之
節
者
、
人
足

等
無
遅
滞
相
勤
可
申
事
。

　「
例
文
四
」

　土
人
共
（
ア
ヱ
ノ
・
ウ
タ
レ
）
私
に
他
場
所
江
参
候
儀
不
相
成
、
ロ
無
拠
用

事
ニ
而
罷
越
候
節
者
、
詰
合
（
ト
ノ
）
江
願
出
差
図
を
可
請
事
。

　「
例
文
五
」

　異
国
舩
（
フ
レ
シ
シ
ャ
モ
・
ロ
ク
ン
ト
）
者
勿
論
、
難
破
舩
（
シ
シ
ャ
モ
・

ベ
ン
サ
イ
）
等
見
請
候
者
、
早
速
詰
合
江
（
ト
ノ
・
オ
ッ
タ
）
相
届
可
申
事
。

　「
例
文
六
」

一
、�

運
上
家
支
配
人
（
ウ
ン
ヂ
ョ
・
ヲ
ヤ
カ
タ
）
番
人
に
到
迠
隨
分
親
敷
い
た

し
可
申
、
其
上
非
分
（
ウ
エ
ン
・
ケ
ウ
ト
ム
）
之
儀
有
之
候
節
者
早
々
可

申
出
候
事
。

　右
の
各
文
中
の
日
本
語
の
ア
イ
ヌ
語
訳
や
各
語
彙
（
名
詞
）
の
ア
イ
ヌ
語
訳

の
あ
り
方
を
見
る
と
、
例
え
ば
「
公
儀
」
を
「
ヱ
ン
ト
ー
・
カ
モ
イ
」
と
訳
し

て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
語
通
辞
が
日
本
語
の
意
味
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の

意
味
を
ア
イ
ヌ
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
ア
イ
ヌ
語
で
意
訳
し
て
い
る
例
が
多

い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
の
問
題
と
の
関
わ
り
で
、
こ
れ
ま
で
の
北
方
史
研
究

の
あ
り
方
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
が
、「
松
前
領
主
」（
マ
ト
マ

イ
・
ム
シ
リ
・
カ
ム
イ
）
又
は
（
マ
ト
マ
エ
・
モ
シ
リ
・
カ
モ
エ
）
と
「
蝦
夷

地
」（
ア
イ
ノ
・
コ
タ
ン
）
及
び
「
東
西
蝦
夷
地
」（
ア
ヱ
ノ
・
コ
タ
ン
・
モ
シ

リ
〔
東
西
の
区
別
な
し
〕）
で
あ
る
。

　従
来
北
方
史
の
研
究
に
於
い
て
は
、
近
世
の
「
北
海
道
」
の
名
称
を
「
蝦
夷
」

又
は
「
蝦
夷
地
」
と
記
す
場
合
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
近
代
初
頭
に
お
け
る
「
北

海
道
」
の
名
称
に
関
す
る
表
記
も
一
般
に
「
蝦
夷
地
」
を
「
北
海
道
」
と
改
称

し
た
と
表
記
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
蝦
夷
地
」
と
い
う
呼
称
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
「
蝦
夷
（
エ
ゾ
）
」
と
い
う
野
蛮
な
人
々
が
居
住
す
る
地
域
と
い
う

意
味
を
込
め
た
和
人
側
の
呼
称
で
あ
る
。
し
か
も
、
近
世
初
頭
の
寛
永
期
に
は

松
前
藩
が
津
軽
海
峡
以
北
に
あ
る
大
き
な
島
「
蝦え

ぞ
が
し
ま

夷
島
」（「
蝦
夷
」｛
エ
ゾ
｝

と
い
う
野
蛮
な
人
々
が
居
住
す
る
島
と
い
う
意
味
で
、「
和
人
」
側
の
呼
称
。

ア
イ
ヌ
民
族
側
の
呼
称
は
、
「
ア
イ
ヌ
・
モ
シ
リ
」（{

人
間}

｛
ア
イ
ヌ
｝
の
島

又
は
大
地
の
意
）
を
「
和
人
」
の
専
用
地
域
と
し
て
の
「
和
人
地
」
と
「
蝦
夷

（
エ
ゾ
）」
と
称
す
る
野
蛮
な
人
々
で
あ
る
「
ア
イ
ヌ
」
の
居
住
地
と
し
て
の
「
蝦

夷
地
」
と
い
う
二
つ
の
地
域
に
区
分
し
た
。
そ
れ
以
降
に
お
け
る
近
世
の
「
蝦

夷
島
」
は
、「
和
人
地
」
と
「
蝦
夷
地
」
の
二
地
域
に
区
分
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
地
域
区
分
体
制
は
、
幕
藩
制
国
家
の
「
四
つ
の
口
」

（「
長
崎
口
」〔
長
崎

－

オ
ラ
ン
ダ
〕・「
対
馬
口
」〔
宗
氏

－

朝
鮮
〕・「
薩
摩
口
」

〔
島
津
氏

－

琉
球
〕・「
松
前
口
」〔
松
前
氏

－

ア
イ
ヌ
〕）
を
介
し
た
華
夷
秩
序

を
軸
に
し
た
対
外
関
係
の
あ
り
方
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
は
、
筆
者
も
含
め
て
津
軽
海
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峡
以
北
の
大
き
な
島
・「
蝦
夷
島
」
に
対
す
る
呼
称
を
単
に
「
蝦
夷
地
」
と
表

記
し
て
き
た
。
尤
も
近
世
の
幕
府
や
諸
藩
の
記
録
に
も
単
に
「
蝦
夷
地
」
と
記

さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
た
ま
で
、
と
い
う
解
釈
も
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、「
蝦
夷
地
」
と
い
う
呼
称
は
華
夷
思
想
に
規
定
さ

れ
た
地
域
呼
称
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
域
に
居
住
し
て
い
る
ア
イ
ヌ
民
族
か
ら

す
れ
ば
、
屈
辱
的
な
地
域
呼
称
で
あ
り
、
先
の
「
ア
イ
ノ
・
コ
タ
ン
」
ま
た
は

「
ア
ヱ
ノ
・
コ
タ
ン
・
モ
シ
リ
」
が
ア
イ
ヌ
側
の
呼
称
な
の
で
あ
り
、
渡
島
半

島
西
南
端
地
域
の
「
和
人
地
（
松
前
地
）」
は
、「
マ
ト
マ
イ
・
ム
シ
リ
（
マ
ツ

マ
エ
・
モ
シ
リ
）」
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
東
西
蝦
夷
地
」
を
「
ア
ヱ
ノ
・
コ
タ
ン
・

モ
シ
リ
」（
ア
イ
ヌ
の
集
落
が
有
る
大
地
・
国
土
の
意
。
東
西
の
区
別
無
し
）

な
の
で
あ
っ
た
。

　第
一
の
問
題
を
論
ず
る
中
で
右
の
よ
う
な
問
題
に
触
れ
た
の
は
、
先
に
も
記

し
た
よ
う
に
幕
府
や
松
前
藩
が
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
に
宛
て
た
発
給
文
書
に
記
さ

れ
た
日
本
語
を
時
の
ア
イ
ヌ
語
通
辞
が
ど
よ
う
な
ア
イ
ヌ
語
に
翻
訳
し
た
の
か

を
知
る
た
め
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
右
に
触
れ
た
よ
う
に
近
世
に
は
幕
藩

制
国
家
が
「
蝦
夷
島
」
を
「
和
人
地
」
と
「
蝦
夷
地
」
の
二
つ
の
地
域
に
区
分

し
て
統
治
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し

て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
更
に
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
現
在
政
府
が

推
進
し
て
い
る
「
明
治
一
五
〇
年
」
事
業
の
地
方
版
で
あ
る
「
北
海
道
一
五
〇

年
」
事
業
と
の
か
か
わ
り
で
『
北
海
道
新
聞
』
が
「｛
北
海
道
｝
が
日
本
の
領

土
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
」
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
た
際
、
複
数
の
北
方
史
研

究
者
の
見
解
を
掲
載
し
た
が
、
各
研
究
者
の
見
解
が
区
々
だ
っ
た
こ
と
に
驚
い

た
か
ら
で
あ
る
。
近
世
の
北
海
道
が
「
和
人
地
」
と
「
蝦
夷
地
」
と
い
う
二
つ

の
地
域
に
区
分
さ
れ
て
い
た
と
い
う
地
域
区
分
体
制
の
歴
史
的
意
味
を
正
確
に

理
解
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
を
結
果
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。　こ

の
問
題
に
つ
い
て
筆
者
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
右

に
記
し
た
よ
う
に
、
近
世
に
和
人
側
が
「
蝦
夷
島
」
と
称
し
た
大
き
な
島
が
「
和

人
地
」
と
「
蝦
夷
地
」
と
い
う
二
つ
の
地
域
に
区
分
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
二

年
八
月
一
五
日
、
新
政
府
が
「
蝦
夷
島
」
の
呼
称
を
「
北
海
道
」
と
改
称
し
て

（
改
称
地
域
は
、
現
・
北
海
道
と
ク
ナ
シ
リ
島
・
エ
ト
ロ
フ
島
）、
一
一
国
八

六
郡
を
設
置
し
た
が
、「
北
海
道
」
な
る
呼
称
は
、
日
本
古
代
の
五
畿
七
道
の

一
つ
で
あ
る
「
東
山
道
」
の
北
に
新
た
に
置
か
れ
た
行
政
区
画
の
名
称
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
旧
「
蝦
夷
島
」
の
全
域
が
一
挙
に
日
本
国
に
編
入

さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
旧
「
蝦
夷
地
」（「
和
人
地
」
と
は
異
な
り
、
異
民
族
が
居

住
す
る
「
異
域
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
地
域
）
も
一
挙
に
日
本
国
に

編
入
さ
れ
て
、
近
代
日
本
の
新
た
な
内
国
植
民
地
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ

と
。
つ
ま
り
、
現
・
北
海
道
の
全
域
が
日
本
国
に
編
入
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二

年
八
月
一
五
日
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
本
論
に
戻
り
た
い
。

　今
回
、
ロ
シ
ア
で
発
見
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
首
長
宛
の
発
給
文
書
は
、
根
室
半

島
の
ノ
ツ
カ
マ
フ
の
ア
イ
ヌ
の
首
長
（
乙
名
）
シ
ョ
ン
ゴ
宛
の
発
給
文
書
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
文
書
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
ア
イ
ヌ
の
首

長
宛
の
文
書
も
存
在
し
て
い
た
と
理
解
し
て
間
違
い
な
い
。
次
の
事
実
は
そ
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
の
松
宮
観
山
著

『
蝦
夷
談
筆
記
』
に
「
近
年
と
ひ
た
け
と
申
す
者
に
志
摩
守
殿
よ
り
国
の
支
配

申
し
付
け
、
家
来
弐
百
人
程
召
し
仕
ひ
、
支
配
の
蝦
夷
に
申
し
付
け
、
相
背
き
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候
得
は
、
早
速
志
摩
守
殿
へ
注
進
仕
候
、
尤
も
毎
年
松
前
よ
り
役
人
并
通
詞
差

し
遣
わ
し
、
頭
分
の
者
共
め
し
集
、
御
制
法
の
趣
申
し
渡
し
候
、
随
分
御
威
光

を
怖
れ
、
壱
人
も
異
変
仕
候
者
御
座
無
く
候
」
と
あ
る
「
と
ひ
た
け
」
は
「
東

蝦
夷
地
」
シ
コ
ツ
の
首
長
で

（
注
５
）、

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
日
高
の
サ
ル
（
沙
流
）

の
ア
イ
ヌ
と
ニ
イ
カ
ッ
プ
（
新
冠
）
の
ア
イ
ヌ
が
紛
争
を
起
こ
し
た
際
、
翌
年

松
前
藩
か
ら
調
停
役
を
命
じ
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た

（
注
６
）。

な
お
、
こ
の
「
と
び

（
飛
）
た
け
」
が
宝
永
五
年
（
一
七
八
〇
）
死
亡
し
た
後
、
そ
の
子
息
が
ロ
年

で
あ
っ
た
た
め
、
同
所
の
「
ち
べ
か
」
が
跡
を
継
い
で
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
と

び
（
飛
）
た
け
」
や
「
ち
べ
か
」
と
同
じ
よ
う
な
性
格
の
ア
イ
ヌ
の
首
長
が
「
イ

シ
カ
リ
」
に
も
存
在
し
、
彼
の
名
を
「
ま
た
べ
」
と
称
し
た

（
注
７
）。

　つ
ま
り
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
」
の
際
、

松
前
藩
兵
が
「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
」
を
謀
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
松
前
藩
側

が
勝
利
す
る
や
、
以
後
松
前
藩
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
政
治
的
支
配
を
一

段
と
強
化
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
主
要
な
手
段
は
、「
蝦
夷
地
」
内
の
各
商
場

の
首
長
層
に
藩
主
へ
の
お
目
見
え
を
強
要
す
る
と
同
時
に
、「
東
蝦
夷
地
」
と

「
西
蝦
夷
地
」
の
各
有
力
な
ア
イ
ヌ
の
首
長
に
対
す
る
政
治
的
支
配
の
強
化
策

に
あ
っ
た
こ
と
を
か
つ
て
拙
著

（
注
８
）で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
松
前
藩
は
、
元
禄
年
間

（
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
）
頃
ま
で
に
は
、
こ
う
し
た
上
位
の
首
長
層
に
「
国
」

（
一
定
の
広
範
囲
な
ア
イ
ヌ
民
族
の
地
域
的
集
団
）
の
「
支
配
」
を
命
じ
、
こ

れ
ら
の
首
長
層
を
通
じ
て
そ
の
配
下
に
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
を
支
配
す
る
政
策
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、「
蝦
夷
地
」
の
各
地
に
毎
年
役
人
を
派
遣
し
て
「
御
制
法
」

（
規
則
や
法
令
）
を
申
し
渡
し
、
松
前
藩
へ
の
服
従
を
強
要
す
る
と
い
う
方
法

を
介
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
政
治
的
支
配
が
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
。
元
文
四
年

（
一
七
三
七
）
の
坂
倉
源
次
郎
著
『
北
海
随
筆
』
に
「
蝦
夷
村
の
酋
長
を
ヲ
ト

ナ
と
云
。
即
ち
本
邦
の
庄
屋
に
て
、
松
前
よ
り
令
を
ヲ
ト
ナ
に
つ
た
え
、
蝦
夷

ど
も
慎
み
て
下
知
に
し
た
が
ふ
。
春
毎
に
産
物
を
船
に
の
せ
て
松
前
に
来
り
、

領
主
の
礼
を
つ
と
む
。
其
有
さ
ま
、
は
な
は
だ
恐
れ
つ
つ
し
み
た
る
様
体
な
り
」

と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
状
態
が
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
初

頭
に
か
け
た
時
期
に
既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　ま
た
、『
福
山
秘
府
』
下

（
注
９
）所

収
の
「
寛
延
三
庚
午
年
正
月
廿
六
日
松
前
儀
左

衛
門
記
」
の
文
中
に
「
松
前
之
義
ハ
田
地
無
御
座
嶋
ニ
而
御
座
候
ニ
付
、
渡
海

順
風
無
之
節
ハ
米
不
渡
兼
数
度
及
困
窮
難
儀
仕
候
、
第
一
夷
地
仕
置
き
に
も
手

薄
罷
成
り
、
毎
度
夷
地
江
家
来
を
遣
申
候
所
、
拾
ヶ
所
余
り
も
御
座
候
、
其
内

そ
う
や
と
申
夷
地
、
く
す
り
・
あ
つ
け
し
・
き
い
た
っ
ぶ
と
申
夷
地
へ
は
、
私

家
来
物
頭
壱
人
・
侍
五
人
・
足
軽
拾
人
余
り
・
通
詞
弐
人
其
外
四
五
拾
人
程
も

此
四
カ
所
へ
は
遣
申
候
、
外
夷
地
石
狩
と
申
所
弐
カ
所
、
其
外
と
ま
ま
い
・
り

い
し
り
・
れ
ぶ
ん
し
り
、
此
等
之
夷
地
へ
は
侍
五
六
人
・
足
軽
拾
人
余
り
、
通

詞
壱
人
遣
申
候
、
其
外
所
々
之
夷
地
仕
置
惣
躰
之
作
法
申
し
渡
候
、
か
つ
韃

靼
・
異
国
人
と
馴
合
不
申
様
ニ
申
付
、
此
方
ヘ
ハ
聊
之
義
も
無
隠
申
達
候
様

年
々
申
渡
、
作
法
法
度
之
義
呉
々
申
渡
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
既
に
寛

延
三
年
（
一
七
五
〇
）
迄
に
は
、
「
東
西
蝦
夷
地
」
中
の
重
要
な
「
商
場
」「
場

所
」
に
は
、
家
臣
を
派
遣
し
て
、
同
地
の
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
に
対
し
て
松
前
藩

の
諸
法
令
や
指
示
事
項
を
伝
達
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
際
、
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
に
伝
達
さ
れ
た
内
容
も
、
ア
イ
ヌ
語
通
辞
を
介
し
て

ア
イ
ヌ
語
に
翻
訳
し
て
伝
達
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
通
辞
が
派
遣
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
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　こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
ア
イ
ヌ
の
有
力
首
長
層
に
対
し
松
前
藩
の

重
要
事
項
を
伝
達
す
る
場
合
、
今
回
発
見
さ
れ
た
文
書
と
類
似
し
た
文
書
が
発

給
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
そ
の
文
書
は
何
故
残
存
し
て
い
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
右
の
事
例
か
ら
推

し
て
、
ア
イ
ヌ
の
首
長
層
に
松
前
藩
が
発
給
し
た
文
書
に
記
さ
れ
た
内
容
を
ア

イ
ヌ
語
通
辞
が
ア
イ
ヌ
語
で
読
み
聞
か
せ
た
上
で
。
発
給
文
書
を
当
該
首
長
に

渡
し
た
後
、
当
該
首
長
が
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
ロ
さ
れ

る
。
紙
に
日
本
の
文
字
で
記
さ
れ
た
文
書
文
化
は
、
本
来
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活

文
化
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

二�

、
文
書
の
宛
所
が
何
故
「
の
津
釜
婦
（
ノ
ツ
カ
マ
フ
）
」
の�

「
志
よ
ん
ご
お
と
那
（
シ
ョ
ン
ゴ
乙
名
）
」
な
の
か

　第
二
の
当
該
文
書
の
持
つ
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
第
三
の
問
題
と
深
く

関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
統
一
し
て
考
え
て
み
た
い
。
当
該
文
書
が

発
給
さ
れ
た
年
月
は
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
七
月
で
あ
る
。
こ
の
時
期
（
一

七
六
〇
年
代
の
後
半
か
ら
一
七
七
〇
年
代
に
か
け
た
時
期
）
は
一
体
如
何
な
る

時
期
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
東
氏
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ロ
シ
ア
人
達
が
ク
リ
ル
諸
島
（
日
本
で
言
う
「
千
島
列
島
」）
沿
い
に
ロ
シ
ア

人
達
が
シ
ベ
リ
ア
経
由
で
同
地
域
の
先
住
民
か
ら
毛
皮
税
（
ヤ
サ
ー
ク
）
を
徴

収
し
な
が
ら
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
ま
で
南
下
し
、
次
い
で
ク
リ
ル
諸
島
北
部

（
日
本
で
言
う
「
北
千
島
」）
の
島
々
ま
で
至
り
、「
ウ
ル
ッ
プ
島
」（
日
本
側

の
呼
称
は
「
猟ら

つ
こ
じ
ま

虎
島
」）
で
ラ
ッ
コ
猟
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
だ
け
で

な
く
、
同
島
を
大
き
な
足
場
と
し
て
、
エ
ト
ロ
フ
島
や
ク
ナ
シ
リ
島
に
も
渡
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
七
六
六
年
（
明
和
三
）、
コ
サ
ッ
ク
百

人
長
の
イ
ワ
ン
・
チ
ョ
ー
ル
ヌ
イ
が
毛
皮
税
（
ヤ
サ
ー
ク
）
徴
収
の
た
め
カ
ム

チ
ャ
ッ
カ
を
出
発
し
て
ク
リ
ル
諸
島
北
部
の
パ
ラ
ム
シ
ル
島
に
至
り
、
翌
年
シ

ム
シ
ル
島
に
、
一
七
六
八
年
（
明
和
五
）
に
は
、
エ
ト
ロ
フ
島
と
ウ
ル
ッ
プ
島

に
至
っ
た
。
彼
は
翌
一
七
六
九
年
（
明
和
六
）
シ
ベ
リ
ア
の
ヤ
ク
ー
ツ
ク
（
一

六
三
二
年
、
ロ
シ
ア
人
が
レ
ナ
川
右
岸
に
要
塞
を
築
き
、
一
七
世
紀
～
一
八
世

紀
前
半
、
ロ
シ
ア
の
極
東
地
域
へ
の
殖
民
の
拠
点
に
な
っ
た
地
。
毛
皮
交
易
の

中
心
地
）
に
帰
っ
た
後
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
（
一
六
六
一
年
、
ア
ン
ガ
ラ
川
右
岸

の
砦
と
し
て
建
設
さ
れ
、
一
八
世
紀
の
初
め
か
ら
ロ
シ
ア
の
中
国
・
モ
ン
ゴ
ル

と
の
通
商
上
の
通
過
都
市
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
一
七
六
四
年
、
イ
ル
ク
ー
ツ

ク
県
の
県
都
と
な
っ
た
）
の
シ
ベ
リ
ア
政
庁
に
ク
リ
ル
諸
島
に
関
す
る
報
告
書

を
提
出
し
た
が
、
こ
の
報
告
書
は
、
各
島
の
地
理
・
動
植
物
・
住
民
に
つ
い
て

詳
細
に
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
翌
一
七
七
〇
年
（
明
和
七
）
に

は
、
同
地
の
プ
ロ
ト
ジ
ャ
ー
ノ
フ
商
会
の
一
行
が
ウ
ル
ッ
プ
島
に
向
か
い
、
同

島
で
ラ
ッ
コ
猟
を
し
て
い
た
エ
ト
ロ
フ
島
の
ア
イ
ヌ
た
ち
に
ヤ
サ
ー
ク
を
要
求

し
た
他
、
彼
等
か
ら
食
糧
や
日
用
品
を
奪
う
と
共
に
ラ
ッ
コ
の
猟
場
を
も
独
占

し
た

）
1注

（
注

。
　こ
の
ロ
シ
ア
人
狩
猟
者
た
ち
の
ウ
ル
ッ
プ
島
へ
の
進
出
は
、
同
島
で
ラ
ッ
コ

猟
に
従
事
し
て
い
た
エ
ト
ロ
フ
島
の
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
彼
等
の
横
暴
の
た
め
に

流
血
の
惨
事
を
招
い
た
が
、
こ
れ
に
続
い
て
ウ
ル
ッ
プ
島
に
到
来
し
た
ロ
シ
ア

人
は
東
シ
ベ
リ
ア
の
地
方
当
局
が
組
織
し
た
半
官
半
民
の
探
検
隊
で
あ
っ
た
。

一
七
七
二
年
（
安
永
元
）
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
総
督
ブ
リ
ー
リ
は
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
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カ
に
越
任
し
た
新
任
長
官
ベ
ー
ム
に
対
す
る
訓
令
の
中
で
、「
遠
島
ク
リ
ー
ル

人
」（
ク
リ
ル
諸
島
の
南
部
｛
日
本
で
い
う
南
千
島
｝
の
ア
イ
ヌ
）
と
友
好
関

係
を
回
復
し
て
服
属
さ
せ
る
と
と
も
に
、
マ
ツ
マ
イ
島
（
現
北
海
道
）
の
日
本

人
と
の
交
易
の
た
め
に
商
船
の
派
遣
を
命
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
ベ
ー
ム
は
ク

リ
ル
諸
島
の
占
領
に
大
き
な
関
心
を
示
し
、
日
本
人
が
占
領
す
る
前
に
ウ
ル
ッ

プ
島
に
要
塞
を
築
き
、
ク
リ
ル
列
島
の
領
有
を
確
立
す
る
必
要
を
述
べ
た
。
し

か
し
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
総
督
ブ
リ
ー
リ
は
、
中
央
政
府
の
許
可
無
く
要
塞
構
築

等
の
軍
事
行
動
を
控
え
、
日
本
と
の
交
易
の
た
め
の
探
検
隊
の
編
成
の
み
に

し
、
そ
の
た
め
に
ヤ
ク
ー
ツ
ク
の
商
人
レ
ベ
ー
ジ
ェ
フ
・
ラ
ス
ト
チ
キ
ン
と
グ

レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ホ
フ
の
同
意
を
得
た
。
こ
う
し
て
一
七
七
四
年
（（
安
永

三
）、
官
船
「
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
号
」
が
オ
ホ
ー
ツ
ク
港
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
岸
の

港
で
一
六
四
七
年
コ
サ
ッ
ク
の
冬
営
地
と
な
り
、
一
七
三
一
年
砦
が
築
か
れ
、

一
九
世
紀
の
中
葉
ま
で
太
平
洋
に
向
け
て
の
ロ
シ
ア
の
要
港
の
一
つ
で
、
カ
ム

チ
ャ
ッ
カ
、
チ
ュ
ク
チ
、
ア
ラ
ス
カ
等
へ
の
探
検
調
査
活
動
の
基
地
と
な
っ
た

港
）
を
出
帆
し
た
が
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
へ
の
航
海
途
中
で
沈
没
、
翌
年
に
も
「
聖

ニ
コ
ラ
イ
号
」
が
漸
く
ウ
ル
ッ
プ
島
に
着
岸
し
た
も
の
の
嵐
の
た
め
座
礁
し
、

乗
組
員
達
は
同
島
で
越
年
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
通
報
を
受
け
た
グ
レ

ゴ
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ホ
フ
は
、
こ
の
事
業
か
ら
手
を
引
き
、
残
っ
た
レ
ベ
ー
ジ
ェ

フ
・
ラ
ス
ト
チ
キ
ン
は
、
改
め
て
当
局
か
ら
新
た
な
官
船
「
ナ
タ
ー
リ
ア
号
」

の
貸
し
下
げ
を
受
け
て
事
業
を
継
続
し
、
一
七
七
七
年
（
安
永
六
）、
探
検
隊

の
責
任
者
を
そ
れ
ま
で
の
イ
ワ
ン
・
ア
ン
チ
ー
ピ
ン
か
ら
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
の
商

人
ド
ミ
ト
リ
ー
・
シ
ャ
バ
ー
リ
ン
に
代
え
る
た
め
、
シ
ャ
バ
ー
リ
ン
を
ウ
ル
ッ

プ
島
に
派
遣
し
た
。
こ
の
間
、
ウ
ル
ッ
プ
島
で
越
年
し
て
い
た
ロ
シ
ア
人
達
は
、

同
島
に
ラ
ッ
コ
猟
に
来
て
い
た
エ
ト
ロ
フ
島
な
ど
近
隣
の
ア
イ
ヌ
と
の
友
好
に

努
め
た
た
結
果
、
一
七
七
〇
年
（
明
和
七
）
以
来
途
絶
え
て
い
た
交
際
の
回
復

に
成
功
し
た
。
か
く
し
て
一
七
七
八
年
（
安
永
七
）
春
、
シ
ャ
バ
ー
リ
ン
は
、

「
ナ
タ
リ
ア
号
」
を
ウ
ル
ッ
プ
島
に
残
し
た
ま
ま
、
皮
船
に
三
二
人
の
ロ
シ
ア

人
と
二
人
の
通
訳
（
ア
イ
ヌ
）
を
率
い
て
現
北
海
道
へ
向
か
う
た
め
エ
ト
ロ
フ

島
と
ク
ナ
シ
リ
島
に
渡
っ
た
。
ロ
シ
ア
人
が
ク
ナ
シ
リ
島
に
上
陸
し
た
の
は
、

こ
れ
が
最
初
で
あ
っ
た

）
11

（
注

。

　な
お
当
時
ク
ナ
シ
リ
島
は
、
松
前
藩
主
の
商
場
（
場
所
）
で
、
安
永
三
年
（
一

七
七
四
）
以
来
、
そ
の
経
営
は
、
松
前
城
下
の
有
力
商
人
飛
騨
屋
久
兵
衛
の
請

け
負
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
同
年
と
翌
四
年
と
も
に
同
島
の
脇
長
人
（
脇
乙

名
）
ツ
キ
ノ
エ
が
飛
騨
屋
の
交
易
を
妨
害
し
た
た
め
、
飛
騨
屋
は
安
永
五
年
（
一

七
七
六
）
か
ら
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
ま
で
交
易
船
の
派
遣
を
中
止
し
た

）
12

（
注

。

こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
ク
ナ
シ
リ
島
の
ア
イ
ヌ
の
脇
乙
名
ツ
キ
ノ
エ
は

ロ
シ
ア
人
た
ち
を
歓
迎
し
た
よ
う
で
、
彼
は
ロ
シ
ア
人
一
行
を
案
内
し
て
ネ
モ

ロ
場
所
が
あ
る
根
室
半
島
の
東
端
部
の
ノ
ツ
カ
マ
フ
に
到
来
し
た
。
こ
の
時
の

様
子
を
「
飛
騨
屋
久
兵
衛
請
負
場
所
ク
ナ
ジ
リ
島
通
詞
」
の
林
右
衛
門
が
話
し

た
内
容
が
『
通
航
一
覧
第
七
巻
』
（
国
書
刊
行
会
、
大
正
二
年
）
所
収
「
巻
二

七
三
・
魯
西
亜
国
部
一
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
引
用
し
て

お
こ
う
。

　
�

　先
年
赤
人
渡
来
之
儀
御
尋
に
御
座
候
、
此
段
私
申
上
候
、
飛
騨
屋
請
負
場

所
下
蝦
夷
地
ノ
ツ
カ
マ
プ
江
、
上
乗
役
人
新

（
井
欠
カ
）

田
大
八
殿
并
船
中
目
付
工
藤
八

百
右
衛
門
殿
、
為
通
詞
私
一
同
罷
出
候
処
、
運
上
屋
支
配
人
兵
吉
死
去
、
番

人
之
内
庄
三
郎
其
外
三
人
罷
在
候
、
然
処
安
永
七
戌
年
六
月
九
日
夕
、
蝦
夷
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地
船
體
に
而
二
艘
異
国
人
乗
組
、
外
に
水
先
と
し
て
、
ヱ
ト
ロ
フ
島
之
蝦
夷

船
一
艘
渡
来
仕
、
濱
近
所
に
至
り
、
數
挺
之
鐵
砲
打
放
申
候
、
蝦
夷
人
共
何

事
共
不
知
、
殊
之
外
に
驚
騒
動
仕
候
、
無
程
案
内
と
し
て
同
船
仕
来
候
ヱ
ト

ロ
フ
島
之
蝦
夷
人
、
上
陸
い
た
し
蝦
夷
人
共
へ
申
聞
候
は
、
全
闘
争
之
筋
に

無
御
座
、
赤
人
共
日
本
人
江
對
面
仕
度
由
申
に
付
同
船
仕
候
間
、
皆
々
安
堵

可
仕
段
申
聞
候
、
運
上
屋
よ
り
も
蝦
夷
人
共
神
妙
に
仕
候
様
、
精
々
申
聞
、

漸
し
つ
ま
り
申
候
、
夫
よ
り
赤
人
共
上
陸
仕
濱
端
江
小
屋
を
掛
、
夫
よ
り
赤

人
之
通
詞
に
而
、
シ
モ
シ
リ
島
居
住
の
蝦
夷
人
を
以
申
来
候
は
、
蝦
夷
地
に

日
本
人
詰
合
候
由
兼
而
承
知
仕
候
に
付
、
對
面
被
下
候
様
相
願
申
候
、
依
之

其
段
上
乗
役
人
大
八
殿
江
相
達
候
、
然
處
彼
此
手
間
取
候
内
夜
に
入
候
間
、

異
國
人
江
對
面
候
儀
、
夜
分
は
如
何
敷
候
に
付
、
明
朝
對
面
致
す
へ
き
趣
相

答
候
得
は
、
再
應
相
願
候
儀
は
、
日
本
人
此
所
に
詰
合
候
由
承
知
仕
り
、
遠

海
罷
越
、
不
案
内
な
る
番
所
江
着
仕
候
得
は
、
夜
分
な
り
と
も
對
面
不
仕
候

内
は
、
安
心
不
仕
候
間
、
是
非
々
々
對
面
被
下
候
様
、
強
而
申
聞
候
に
付
、

運
上
屋
江
召
呼
、
大
八
殿
對
面
仕
、
即
刻
又
假
小
屋
引
取
申
候
、
其
夜
鐵
砲

用
意
仕
赤
人
と
も
四
五
人
、
右
假
小
屋
江
通
夜
番
仕
候
間
、
夜
中
私
罷
出
蝦

夷
共
江
理
不
盡
成
儀
不
致
様
厳
し
く
申
付
、
猶
又
赤
人
方
江
も
安
心
い
た
し

相
休
候
様
申
通
候
得
は
、
右
番
人
引
取
申
候
、
翌
朝
シ
モ
シ
リ
蝦
夷
を
以

又
々
赤
人
申
聞
候
は
、
日
本
之
産
物
交
易
仕
度
候
に
付
、
少
々
仕
入
荷
物
御

座
候
間
、
望
之
通
御
承
引
被
下
候
様
申
來
候
、
此
段
大
八
殿
江
申
達
候
處
、

異
國
人
交
易
之
儀
、
一
分
に
而
挨
拶
不
相
成
、
松
前
江
罷
帰
主
人
江
申
聞
候

上
、
否
之
挨
拶
可
仕
候
間
、
當
年
は
此
よ
り
罷
帰
、
明
年
夏
に
至
り
、
ヱ
ト

ロ
フ
島
に
而
此
方
よ
り
否
之
返
答
可
被
遣
候
、
依
之
此
節
は
早
々
立
退
候
様

申
渡
候
處
、
同
十
二
日
ノ
ツ
カ
マ
フ
出
立
に
て
帰
船
仕
候
、
尤
赤
人
と
も
松

前
領
主
江
音
物
書
翰
等
差
出
候
處
、
則
大
八
殿
請
取
松
前
江
被
持
帰
、
右
音

物
何
品
と
申
儀
一
向
存
不
申
候
、

　

�

一
翌
安
永
八
亥
年
夏
に
至
り
、
去
る
戌
年
挨
拶
可
致
積
り
に
而
赤
人
も
渡
来

可
仕
筈
候
間
、
為
返
答
松
前
よ
り
上
乗
兼
帯
赤
人
應
對
之
為
罷
越
候
、
役
人

中
其
年
風
順
無
御
座
甚
延
着
仕
候
に
付
、
ヱ
ト
ロ
フ
島
に
而
相
待
候
處
、
何

之
沙
汰
も
無
之
黙
止
兼
候
間
、
ク
ナ
ジ
リ
島
に
相
渡
待
受
候
處
、
何
之
沙
汰

も
無
之
、
依
之
ノ
ツ
カ
マ
プ
江
相
渡
相
待
候
處
、
何
之
沙
汰
も
無
之
、
待
兼

候
而
段
々
進
み
、
ア
ッ
ケ
シ
場
所
内
、
チ
ク
シ
コ
イ
迄
渡
来
い
た
し
待
受
候

處
、
其
節
淺
利
幸
兵
衛
殿
、
松
井
茂
兵
衛
殿
、
工
藤
清
右
衛
門
殿
并
目
付
柴

田
勘
兵
衛
、
古
屋
文
六
、
通
詞
三
右
衛
門
并
私
一
同
、
四
月
廿
九
日
松
前
出

帆
南
部
佐
井
港
江
入
津
仕
、
順
風
無
之
度
々
乗
戻
り
、
八
月
四
日
ま
て
佐
井

港
滞
船
仕
、
即
日
出
帆
い
た
し
、
同
七
日
、
ア
ッ
ケ
シ
に
着
岸
仕
候
處
、
赤

人
と
も
相
待
兼
、
段
段
押
詰
來
候
由
申
之
候
に
付
、
右
チ
ク
シ
コ
イ
江
掛
役

人
中
私
共
不
残
参
り
候
處
、
赤
人
共
久
々
相
待
候
之
由
申
之
、
前
年
之
通
交

易
相
願
候
に
付
、
不
残
列
座
候
而
赤
人
江
對
面
申
渡
す
、
異
國
交
易
之
場
所

は
長
崎
港
一
ヶ
所
限
り
、
其
外
は
國
法
に
而
禁
制
之
儀
に
付
、
何
程
候
而
も

出
來
不
申
儀
候
間
、
已
來
渡
來
可
為
無
用
旨
申
渡
、
前
年
相
送
り
候
音
物
并

書
翰
其
儘
に
而
差
送
り
、
且
長
々
船
中
之
儀
に
付
、
帰
帆
用
意
為
飯
料
米
十

五
俵
并
酒
・
煙
草
・
煙
筒
等
少
々
差
遣
候
處
、
為
返
禮
上
乗
三
人
江
砂
糖
三

包
、
目
付
二
人
江
二
包
、
私
共
迄
差
出
候
に
付
、
相
断
差
返
候
所
、
是
非
受

納
い
た
し
呉
候
様
達
而
申
聞
候
に
付
、
少
々
之
儀
に
付
船
中
為
給
料
受
納
仕

候
、
赤
人
共
右
場
所
早
速
引
取
帰
帆
仕
候

）
13

（
注

、

8注

ロ
シ
ア
国
立
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
図
書
館
所
蔵
「
安
永
七
年
の
津
釜
婦
・ロ

し
よ
ん
ご
お
と
な
宛
、
蝦
夷
地
奉
行
発
給
文
書
」
に
関
す
る
ロ
ロ
の
考
ロ



　右
史
料
に
見
え
る
「
赤
人
」
は
ロ
シ
ア
人
の
こ
と
で
、
ク
リ
ル
諸
島
の
ア
イ

ヌ
民
族
が
ロ
シ
ア
人
に
遭
遇
し
た
時
、
彼
等
は
猩
々
緋
の
衣
服
を
着
て
い
た
こ

と
か
ら
、
ア
イ
ヌ
が
ロ
シ
ア
人
を
「
フ
レ
・
シ
サ
ム
（「
赤
い
隣
人
」
の
意
）

と
称
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
ア
イ
ヌ
の
呼
称
を
和
人
が

「
赤
蝦
夷
」
又
は
「
赤
人
」
と
称
し
た
こ
と
に
よ
る
。
と
も
あ
れ
右
の
史
料
に

よ
れ
ば
、
ラ
ス
ト
チ
キ
ン
が
派
遣
し
た
シ
ャ
バ
ー
リ
ン
一
行
の
船
は
日
本
暦
の

安
永
七
年
六
月
、「
下
蝦
夷
地
」
の
ノ
ツ
カ
マ
フ
に
到
着
し
、
幸
い
同
地
に
滞

在
中
の
松
前
藩
の
上
乗
役
新
井
田
大
八
、
船
中
目
付
工
藤
八
郎
右
衛
門
に
逢
い

書
翰
・
音
物
を
提
出
し
て
交
易
を
請
う
た
が
、
松
前
藩
の
役
人
達
は
、
翌
年
エ

ト
ロ
フ
島
で
返
答
す
る
旨
を
約
束
し
て
、
一
旦
ロ
シ
ア
人
達
を
返
し
た
。
翌
安

永
八
年
、
松
前
藩
の
役
人
達
が
ロ
シ
ア
人
に
逢
う
た
め
に
エ
ト
ロ
フ
島
に
行
っ

た
も
の
の
彼
等
に
逢
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
彼
等
は
既
に
ア
ッ
ケ
シ
に
向

か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
松
前
藩
の
役
人
達
は
、
改
め
て
ア
ッ
ケ

シ
に
行
っ
て
彼
等
に
逢
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
ロ
シ
ア
人
達
は
日
本
と
の
交
易
を

要
求
し
た
。
そ
こ
で
松
前
藩
の
役
人
達
は
、
こ
こ
で
は
外
国
と
の
交
易
は
出
来

ず
、
外
国
と
の
交
易
は
長
崎
で
し
か
出
来
な
い
旨
を
伝
え
て
ロ
シ
ア
の
シ
ャ

バ
ー
リ
ン
の
要
求
を
拒
否
し
て
彼
等
を
返
し
た
。

　

　先
の
ノ
ツ
カ
マ
フ
の
ア
イ
ヌ
の
乙
名
シ
ョ
ン
ゴ
宛
て
の
文
書
は
、
日
本
暦
の

安
永
七
年
七
月
付
の
文
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
シ
ャ
バ
ー
リ
ン
一
行
が
根
室
半
島

東
端
の
ノ
ツ
カ
マ
フ
に
到
着
し
た
月
の
翌
月
の
文
書
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

内
容
は
、
四
ヶ
条
の
内
容
共
に
ロ
シ
ア
人
（
赤
人
）
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何
一

つ
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
ロ
シ
ア

人
の
渡
来
と
彼
等
へ
の
接
触
を
し
た
松
前
藩
に
と
っ
て
、
極
め
て
不
都
合
な
こ

と
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
シ
ャ
バ
ー
リ
ン
一
行
が
翌
年
ア
ッ
ケ
シ
に

渡
来
し
、
松
前
藩
の
役
人
が
彼
等
と
接
触
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
松
前
藩
は
こ

の
事
実
を
幕
府
に
報
告
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
14

（
注

。
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
れ

ば
、
前
年
の
ノ
ツ
カ
マ
フ
を
舞
台
と
し
た
ロ
シ
ア
人
と
の
接
触
の
事
実
も
幕
府

に
報
告
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
松
前
藩
に
し
て
み
れ
ば
、
ロ
シ
ア

人
に
関
わ
る
こ
と
を
こ
の
文
書
に
記
す
こ
と
は
對
幕
府
と
の
関
係
上
、
極
め
て

危
険
な
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
文
書
は
残
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　ま
た
、
宛
所
が
何
故
ノ
ツ
カ
マ
フ
の
ア
イ
ヌ
の
乙
名
・
シ
ョ
ン
ゴ
な
の
か
と

い
う
問
題
に
は
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
反
和
人
の
蜂
起

で
あ
る
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
に
対
す
る
松
前
藩
兵
の
鎮
圧
作
戦
の
際
、

ノ
ツ
カ
マ
フ
の
シ
ョ
ン
ゴ
乙
名
は
、
松
前
藩
兵
に
協
力
し
て
い
る
こ
と

）
15

（
注

に
加

え
、
幕
末
の
子
モ
ロ
場
所
の
ア
イ
ヌ
の
惣
乙
名
ト
ミ
ク
ワ
が
シ
ョ
ン
ゴ
の
末
裔

で
あ
る
こ
と

）
16

（
注

等
か
ら
シ
ョ
ン
ゴ
は
当
時
、
当
該
地
域
（
ノ
ツ
カ
マ
フ
は
当
時
の

キ
イ
タ
ツ
プ
商
場
の
内
で
、
キ
イ
タ
ツ
プ
商
場
は
、
ほ
ぼ
現
根
室
振
興
局
管
内

に
相
当
す
る
地
域
）
の
由
緒
あ
る
家
柄
の
人
物
で
、
政
治
的
に
も
大
き
な
力
を

有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　な
お
、
本
文
書
が
ロ
シ
ア
で
発
見
さ
れ
た
の
は
同
文
書
に
「
露
米
会
社
」
の

蝋
の
朱
印
が
押
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
「
露
米
会
社
」
の
関
係
者
に
渡
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

三
、
発
給
者
で
あ
る
「
蝦
夷
地
奉
行
」
の
意
味

　こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
前
藩
の
職
制
の
名
称
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
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筆
者
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
。
松
前
藩
の
重
要
な
職
制
で
あ
る
「
寺
社

町
奉
行
」
の
職
掌
に
は
、
城
下
や
「
松
前
地
」
の
み
な
ら
ず
「
蝦
夷
地
」
に
関

す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た

）
17

（
注

。
こ
の
役
職
は
、
別
に
「
両
奉
行
」
と
も
呼
ば
れ

た
が
、
先
の
ア
イ
ヌ
語
通
辞
上
原
熊
次
郎
が
寛
政
四
年
に
著
し
た
『
藻
汐
草
』

ま
た
は
『
蝦
夷
方
言
藻
汐
草
』
に
よ
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
に
対
し
て
は
、
単
に
「
町

奉
行
」（
マ
チ
ヤ
ン
・
ト
ノ
）
と
の
み
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
奉

行
な
る
名
称
が
「
あ
っ
け
し
の
奉
行
」・「
船
奉
行
」・「
ク
ナ
シ
リ
島
奉
行
」・「
島

奉
行
」
等
そ
の
状
況
に
応
じ
て
区
々
に
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
）
18

（
注

。
こ
う
し
た
事
例
の
存
在
を
踏
ま
え
て
「
蝦
夷
地
奉
行
」
な
る
呼
称
の
意
味

を
考
え
る
と
、「
蝦
夷
地
奉
行
」
を
ア
イ
ヌ
語
で
表
現
す
る
と
「
人
間
（
ア
イ
ヌ
）

の
地
の
ト
ノ
」
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
安
永
七
年
七
月
付
け
の
ノ
ツ
カ
マ
フ
の

「
シ
ョ
ン
ゴ
乙
名
」
宛
の
「
蝦
夷
地
奉
行
」
の
発
給
文
書
の
「
蝦
夷
地
奉
行
」

と
は
、
ノ
ツ
カ
マ
フ
の
ア
イ
ヌ
の
乙
名
シ
ョ
ン
ゴ
と
そ
の
居
住
地
の
性
格
が

「
蝦
夷
地
」
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
名
称
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
役
職

名
は
、
松
前
藩
の
正
式
な
職
制
上
の
役
職
名
で
は
な
く
、「
シ
ョ
ン
ゴ
」
の
立

場
と
松
前
藩
の
シ
ョ
ン
ゴ
に
対
す
る
政
治
的
立
場
を
強
く
意
識
し
た
松
前
藩
側

の
造
語
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
語
で
の
表
現
を
強
く
意
識
し
た
役
職
名
で
、
ア
イ
ヌ

語
で
「
人
間
（
ア
イ
ヌ
）
の
地
」
を
管
理
す
る
役
人
」
と
い
う
意
味
を
込
め
た

呼
称
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
ア
イ
ヌ
語
で
「
人
間
（
ア
イ
ヌ
）
の
地
の
ト

ノ
」
の
意
味
を
表
す
役
職
名
と
解
し
た
い
。

（
注
）

（
１
）、『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
第
五
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
。

（
２
）、
当
文
書
に
つ
い
て
は
、
既
に
東
俊
佑
氏
の
論
文
「
安
永
七
年
の
蝦
夷
地
奉
行
定
書

に
つ
い
て
」（『
北
海
道
博
物
館
紀
要
』
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
で
、
詳
細

な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）、
当
文
書
の
写
真
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
よ
り
提
供
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）、
本
稿
で
使
用
し
た
『
藻
汐
草
』
は
、
巻
頭
に
「
文
化
元
子
年
、
白
虹
斉
撰
」
の
「
藻

汐
草
序
」
と
巻
末
に
、「
寛
政
四
年
五
月
四
日
付
の
通
辞
・
上
原
熊
次
郎
及
び
「
支

配
・
阿
部
長
三
郎
」
連
名
の
「
蝦
夷
方
言
跋
」
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
同
種

の
も
の
は
、
北
海
道
立
文
書
館
を
初
め
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
・
他
多
く
の
史

料
所
蔵
機
関
で
所
蔵
し
て
い
る
が
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
類
書
『
蝦
夷
語
集
』
は
、

冊
子
形
式
の
七
巻
四
冊
本
で
、
同
じ
く
内
閣
文
庫
所
蔵
の
類
書
『
蝦
夷
語
䇳
』
は
、

携
帯
用
の
冊
子
形
式
の
書
で
、
単
語
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
他
書
に

は
無
い
「
魯
西
亜
言
葉
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）、
享
保
二
年
『
松
前
蝦
夷
記
』（『
松
前
町
史
・
史
料
編
第
一
巻
』
松
前
町
、
一
九
七

四
年
）。

（
６
）、『
工
藤
家
年
々
秘
録
』（
高
倉
新
一
郎
氏
旧
蔵
本
の
複
写
本
）。

（
７
）、
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
８
）、
榎
森
進
著
『
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
』（
草
風
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
９
）、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。

（
1注
）、
ポ
ロ
ン
ス
キ
イ
著
・
林
欽
吾
編
訳
『
ロ
シ
ア
人
日
本
遠
訪
記
・
附
録
日
本
北
地
の

古
文
化
と
種
族
』（
原
書
房
、
一
九
七
四
年
）
。
Ｓ
・
ズ
ナ
メ
ン
ス
キ
ー
著
・
秋
月

俊
幸
訳
『
ロ
シ
ア
人
の
日
本
発
見
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
）・

秋
月
俊
幸
著
『
千
島
列
島
を
め
ぐ
る
日
本
と
ロ
シ
ア
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
）、『
新
版

：

ロ
シ
ア
を
知
る
事
典
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
）
、
森

永
貴
子
著
『
ロ
シ
ア
の
拡
大
と
毛
皮
交
易

　
　16
～
19
世
紀
シ
ベ
リ
ア
・
北
太
平

洋
の
商
人
世
界

　
　』（
彩
流
社
、
二
〇
〇
八
年
）。
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ロ
シ
ア
国
立
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
図
書
館
所
蔵
「
安
永
七
年
の
津
釜
婦
・ロ

し
よ
ん
ご
お
と
な
宛
、
蝦
夷
地
奉
行
発
給
文
書
」
に
関
す
る
ロ
ロ
の
考
ロ



（
11
）、
秋
月
俊
幸
『
千
島
列
島
を
め
ぐ
る
日
本
と
ロ
シ
ア
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
四
年
）。

（
12
）、『
蝦
夷
地
一
件
』（『
新
北
海
道
史
・
第
七
巻
・
史
料
一
』（
北
海
道
、
昭
和
四
四
年
）、

飛
騨
屋
文
書
『
寛
政
元
年
・
二
年
場
所
交
易
之
儀
ニ
付
公
訴
一
件
』。

（
13
）、『
通
航
一
覧
・
第
七
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
大
正
二
年
）。
八
五
～
八
六
頁
。

（
14
）、
和
田
本
『
福
山
秘
府
』
安
永
八
年
条
に
「
是
歳
亦
亜
魯
齋
亜
人
到
著
ロ
東
部
吉
達

膚
、
ロ
時
工
藤
長
舊
淺
利
松
井
等
之
三
士
令
彼
異
人
還
于
本
土
、
是
條
無
建
白
江

4

4

4

4

4

4

府4

（
傍
点
引
用
者
）」
と
あ
る
。

（
15
）、
榎
森
進
著
『
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
』（
草
風
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
16
）、
加
賀
家
文
書
「
安
政
四
巳
年
黒
白
正
調
書
」（
秋
葉
実
編
『
北
方
史
史
料
集
成
、

第
二
巻
』
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
・
一
九
八
九
年
）。

（
17
）、『
松
前
町
史
・
通
説
返
第
一
巻
上
』（
松
前
町
、
昭
和
五
九
年
）。

（
18
）、
東
俊
佑
・
注
（
２
）
論
文
。

〔
附�

記
〕

　本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
長
保
谷
徹
氏
に
は
大
変

お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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東
北
文
化
研
究
所
紀
要

　第
五
十
号

　二
〇
一
八
年
十
二
月


